
袖ケ浦市公共下水道事業管理者以外の者の行う工事に関する要綱 (平成24年５月31日告示第127号)

最終改正:

改正内容:平成24年５月31日告示第127号 [平成24年５月31日]

○袖ケ浦市公共下水道事業管理者以外の者の行う工事に関する要綱
平成24年５月31日告示第127号

袖ケ浦市公共下水道事業管理者以外の者の行う工事に関する要綱
（趣旨）

第１条 この要綱は、下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」という。）第16条の規定により公共下水道管理者以
外の者の行う公共下水道の施設に関する工事（以下「工事」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義）

第２条 この要綱において「公共下水道の施設」とは、汚水管渠、マンホール及び公共汚水桝（取付管を含む。）をい
う。
（工事の申請）

第３条 法第16条の規定により、工事の承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、袖ケ浦市公共下水道
施設工事承認申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に
必要がないと認めたときは、その書類の添付を省略することができる。
(１) 位置図、平面図、公図（写）、地積測量図、縦横断面図、構造図及び境界同意書（写）
(２) 汚水管渠流量計算書
(３) 工事施工計画書（使用材料含む）、工事請負契約書（写）
(４) 現況写真
(５) 損害賠償責任負担誓約書（様式第２号）
(６) 開発行為の場合は、開発行為許可書（写）
(７) 公共汚水桝等設置承諾書
(８) 道路占用工事等の申請手続に必要な書類
(９) その他市長が必要と認める書類
（工事の承認）

第４条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、承認の可否を決定し、袖ケ浦市公共下水
道施設工事承認可否決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。
（工事の着工）

第５条 工事の承認を受けた申請者（以下「承認済申請者」という。）は、工事を着工するときに、工事着工届（様式第
４号）に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、
その書類の添付を省略することができる。
(１) 現場代理人及び主任技術者の届
(２) 工程表
(３) 道路使用許可書（写）
（工事の施工）

第６条 承認済申請者は、千葉県土木工事共通仕様書及び千葉県施工管理基準並び関連する法令等による定めを遵守し、
市長の指示に従い工事を施工しなければならない。
（工事の変更の承認）

第７条 承認済申請者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、袖ケ浦市公共下水道施設工事変更承認申請書
（様式第５号）に必要な書類を添付し市長に提出するものとし、市長はこれを審査し、承認の可否を決定したときは、
袖ケ浦市公共下水道施設工事変更承認可否決定通知書（様式第６号）により、承認済申請者に通知するものとする。
（工事の立会い）

第８条 市長は、承認済申請者が工事を施工するにあたり、次に掲げる事項について必要に応じ立会うものとする。
(１) 使用する材料の確認
(２) 汚水管渠及びマンホールの基礎並びに埋戻し状況
(３) 管渠とマンホールとの接続状況
(４) 取付管の削孔状況（切片を含む）
（工事の完了の届出）

第９条 承認済申請者は、工事が完了したときは、速やかに袖ケ浦市公共下水道施設工事完成届（様式第７号）に次の書
類を添付して市長に提出しなければならない。
(１) 位置図
(２) 完成図（平面図、縦横断面図）
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(３) 工事写真
(４) 出来形管理図表
(５) 公共下水道施設工事調書
（工事の完了の検査）

第10条 市長は、前条の規定による届出書が提出されたときは、遅滞なくこれを検査し、工事が適正に行われていると
認めたときは、袖ケ浦市公共下水道施設工事検査済証（様式第８号）を交付するものとする。
（施設の移管）

第11条 承認済申請者は、前条に規定する検査が終了した後、速やかに袖ケ浦市公共下水道施設移管届（様式第９号。
以下「移管届」という。）を提出し、公共下水道の施設を市長に無償で移管するものとする。
（瑕疵担保）

第12条 前条の規定により、市長に移管された公共下水道の施設については、移管届を提出した翌日から２年間を瑕疵
担保期間とし、承認済申請者が施工した工事の瑕疵が原因で損傷等が生じる損害については、承認済申請者の責任にお
いてこれを賠償しなければならない。
（承認の取消し）

第13条 市長は、承認済申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事の承認を取り消すことができる。
(１) この要綱に違反したとき。
(２) 公共下水道の施設の管理に影響を与えたと認めたとき。
(３) その他市長が適当でないと認めたとき。
（損害賠償）

第14条 承認済申請者は、工事の施工にあたり公共下水道の施設若しくは道路施設又は第三者に損害を与えたときは、
その損害を賠償しなければならない。
（原状回復の義務）

第15条 承認済申請者は、第13条の規定により工事の承認を取り消しされたときは、速やかに公共下水道の施設を原状
に回復しなければならない。
（委任）

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則

（施行期日）
１ この告示は、平成24年６月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の日前に袖ケ浦市公共下水道に関する工事の取扱要綱により行われた手続その他の行為は、この告示
に基づく相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
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様式第１号（第３条関係）
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様式第２号（第３条関係）
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様式第３号（第４条関係）
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様式第４号（第５条関係）
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様式第５号（第７条関係）

Page 7 of 11袖ケ浦市公共下水道事業管理者以外の者の行う工事に関する要綱 袖ケ浦市例規...

2022/11/30http://asa.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrPrF12/init



様式第６号（第７条関係）
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様式第７号（第９条関係）
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様式第８号（第10条関係）
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様式第９号（第11条関係）
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